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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年２月16日に提出いたしました第59期第２四半期（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）四半期報

告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

１　事業等のリスク

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　（訂正前）

当第２四半期連結累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 

　　（訂正後）

当第２四半期連結累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」から重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

 

（継続企業の前提に関する重要事象等の解消について）

　当社グループは、平成22年６月期に、事業環境の急激な悪化により、売上高が著しく減少し、多額の当期純損失を

計上したこと等により「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載をしておりました。

　当社グループは、当該状況を解消させるため不採算事業から撤退するとともに、中期経営計画に基づき、経営基盤

の強化と財務体質の安定・改善に努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間において売上・四半期純利益ともに前年を大幅に上回り改善が見られまし

た。また、連結会計年度においても利益計上が見込め、３期連続しての利益計上が予想されます。これらのことか

ら、本格的な業績回復を確信し継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況は現時点では認められな

いと判断し、「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載を解消しました。
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